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法
令
に
お
け
る
助
音
及
び
促
音
に
用
い
る

「
や
・
ゆ
・
よ
・

つ
」
の
表
記
に
つ
い
て

baaJ 

法
令
に
お
け
る
助
音
及
び
促
音
に
用
い
る

「
や
・
ゆ
・
よ

つ
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
規
定
の
部
分
を
除
き
、

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
に
召
集
さ
れ
る
通
常
国
会
に
提
出
す
る
法
律
及

ぴ
昭
和
六
十
四
年
一
月
以
後
の
最
初
の
閣
議
に
提
案
す
る
政
令
（
以
下
「
新
基
準
法
令
」

と
い
、
っ
。

）
か
ら
、
小
書
き
に
す
る
。

l 

新
基
準
法
令
以
外
の
法
律
又
は
政
令
（
以
下
「
旧
基
準
法
令
」

と
い
、
っ
。

）
の
一
部
を
改
正
す

る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
施
行
時
に
旧
基
準
法
令
の
一
部
と
し
て
溶
け
込
む
部
分

2 

旧
基
準
法
令
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
し
、

又
は
準
用
す
る
規
定
に
お
け
る
読
替
え
後
の
部

うT
3 

漢
字
に
付
け
る
振
り
仮
名
の
部
分

条
約
に
つ
い
て
も
、

一
に
・
準
ず
る
取
扱
い
と
す
る
。

一
及
び
ニ
は
、
固
有
名
詞
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
備
考
）

）
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一
の
実
施
に
よ
り
、

法
律
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
と
当
該
法
律
に
基
づ
く
政
令
に

fヘ

「、



用
い
る
こ
れ
と
同
一
の
語
と
が
書
き
表
し
方
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
と
な
っ
て
も
差

し
支
え
な
い
。

(2) 

旧
基
準
法
令
の
一
部
を
改
正
す
る
場
合
又
は
読
替
え
適
用
若
し
く
は
読
替
え
準
用

を
規
定
す
る
場
合
に
旧
基
準
法
令
の
規
定
の
一
部
を
引
用
す
る
と
き
は
、

に
よ
り
引
用
す
る
こ
と
は
当
部
で
あ
る
。

そ
の
表
記

(3) 

旧
基
準
法
令
に
お
い
て
例
外
的
に
小
書
き
を
用
い
て
い
る
場
合
に
は
、

一
ー
は
適

用
せ
ず
、
当
該
旧
基
準
法
令
の
表
記
に
従
っ
て
改
正
す
る
。

ω
小
書
き
に
し
た

や

ゆ

よ

つ
L.... 

は

タ
イ
プ
又
は
印
刷
の
配
字
の
上
で
は

上
下
の
中
心
に

に
示
す
よ
う
に
、

一
文
字
分
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
し
、

（
一
任
）

置
き
、
右
端
を
上
下
の
字
の
綿
に
そ
ろ
え
る
。
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劫
音
及
び
促
音
に
用
い
る
カ
タ
カ
ナ
の

「
ヤ
、

こL、

ョ、

(5) 

か
ら
原
則
と
し
て
小
書
き
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、

ツ
」
に
つ
い
て
は
従
来

今
後
も
従
来
ど
お
り
の
取
扱
い

と
す
る
。

（
九
伍
）
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